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河 
東 ふ れ あ い 

 五月晴れの14日、大好きなお母さんへピザをプレゼントしようと毎年

恒例の“母の日ピザ作り教室”がコミセンでおこなわれ、9組のお父

さんとチビッ子が集まりました。 

 日頃お仕事で忙しいお父さん達もエプロン姿で子ども達と一緒に

なって生地をこねたり伸ばしたり、切った野菜やチーズをトッピン

グしたりと大奮闘！ 

 危なっかしく包丁を握ったり、伸ばし棒を振り回したり、粉だらけ

になったりする子ども達もいて大にぎわい。それでも愛情込めてハート型の 

 本年度も、協議会は3つのスローガンと「河東地区ま

ちづくり計画」の4つの基本方針を活動の重点目標とし

て、「千里の行も足下より始まる」の言葉通り、すべて

が小さな事からの継続的な取り組みが大切だと思います。 

   

会長のあいさつ 

 5月21日、平成29年度河東地区コミュニ

ティ運営協議会定例総会が代議員92人のうち

85人の出席のもと開催され、28年度事業報告、

決算報告、29年度事業計画案、予算案などが

承認されました。  

 今年度も協議会全体事業として「河東地区

みんなのまつり」や「夏の文化祭」、各種イ

ベントや教室を開催いたします。 

 また、新事業としてまちづくり計画で提案

された、子どもふれあい農園(仮称)での蕎麦

栽培を計画しております。 

 昨年度に引き続き、会長を務めさせ

ていただきます、伊規須國光でございます。 

 協議会活動も、地域住民、各自治会、

各部会の方々のご尽力により、年々事

業が活発化しており厚くお礼申し上げます。 

  

伊規須國光 

翌期繰越金 108万 

管理費 1,906万 

・給料手当 
・法定福利費 
・消耗品費 
・車両費 
・水道光熱費 
・委託料 
・リース料 
・租税公課 

活動費 2,235万 

・旅費 
・コミュニティ 
     全体事業 
・部会等活動費 
・自治会補助金 
・役員等活動費 

支 出 

収 入 

新
役
員
の
紹
介
 

ピザを作る女の子もいたり、皆さんなかなか上手にきれいに出来上

がっていました。ピザを入れるケースにはお母さんの似顔絵や感謝の

メッセージが書かれており、貰ったお母さんは、きっと涙を流して喜

ばれた事でしょう。 

 試食タイムでは自分達で作ったピザを、お父さんと一緒にニコニコ

しながら口いっぱいに頬張り美味しそうに食べているのがとても印象

的でした。   （指導者 吉村信明 ムッシュ･クッキングクラブ代表) 

 

 

   
 皆さんの地域(自治会)の民生委員さんと仲
良しになって、連絡先を聞いてください。 
 または、宮原 33-7548 に問合せ下さい。 

 

  100  
 民生委員の始まりは、大正6年、岡山県で誕生し
た「済世顧問制度」です。 
 その後、昭和21年の民生委員令の公布により、そ
の名称を「民生委員」としました。この間、生活困
窮者の支援や地域の福祉増進のために、常に重要な役
割を果たしてきました。(主任児童委員は平成6年から) 
 そして、平成29年民生委員制度は、済世顧問制度
創設から100周年を迎えました。 

  
   
 河東地区民児協は、民生委員･児童委員15人と主
任児童委員2人の計17人が昨年12月1日、厚生労働大
臣から委嘱を受け活動しています。（任期は3年） 

 
   
 民生委員・児童委員(民生委員に略す)は、地域で
暮らす身近な相談相手で、皆さんと行政との橋渡し役です。 
皆さんの心配ごとや困っていること、医療、介護、
子育てなどの相談に応じています。また、高齢者や
障がい者世帯への定期的な訪問、子ども達の登下校
時見守りも行っています。 

 

   
 民生委員には、法による守秘義務が課せら
れています。相談内容が他の人に伝わること
はありません。 
 ご近所で｢毎晩、怒鳴り声と子どもの泣き
声がするけど‥｣｢○さん、姿を見ないけど‥
大丈夫かしら?」と感じたら、地域の民生委
員に連絡してください。 

   
 河東地区の高齢者数は、この10年間で1.7
倍の約3,600人に増加し、高齢者宅の訪問、
相談件数などが増加しています。今後も増加
が予想されますので、河東地区協議会内では
高齢者の方が安心して生活できるよう、増員
および担当地域の一部見直しなども必要かと
話し合っています。 

 今後も、地域住民の皆様から「住んで良
かったまち」「安全安心なまち」と言って
いただけるような「魅力あるまちづくり」
を目指し、各自治会、各部会、各団体、行
政と連携を密にし、事業達成に向けて運営
委員、協議会役員、事務局一丸となって、
取り組んでまいります。 
 どうか、本協議会へのご理解と各事業へ
の参加、ご協力を賜りますようよろしくお
願い申し上げ、挨拶といたします。  

そ  ば 

図書館負担金 139万 

市補助金  
  1,856万 
・まちづくり 
       交付金 

世帯負担金 
  164万 

センター 
利用料金 
  460万  

繰越金  
 460万 

委託料 1,101万 

・センター管理運営 

その他収入  

 69万 
・事業収入 
・雑収入 

     
万円未満四捨五入 

 （単位：円） 

                        今年のスローガン 

向こう三軒両隣 人を思いやる優しいまちづくり 

子どもも高齢者も大切にされるまちづくり 

安全・安心な河東地区コミュニティづくり 

  （河東地区民児協 会長 宮原健) 

 


